
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
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か
ら
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認
証
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請
が
あ
っ
た
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法
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ネ
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ト
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梅
林 

保
雄 
広
島
県
廿
日

市
市
宮
島
町

五
二
七
番
地

一 

本
会
は
、
宮
島
の
自

然
的
・
歴
史
的
・
文

化
的
な
環
境
を
永
続

的
に
保
護
・
継
承
し

な
が
ら
、
島
内
外
の

人
々
や
団
体
等
と
の

連
携
を
図
っ
て
、
現

地
学
習
や
島
内
探

勝
、
情
報
収
集
・
提

供
、
広
域
宣
伝
や
広

域
連
携
、
地
域
資
源

を
活
か
し
た
特
産
品

開
発
、
ま
ち
づ
く
り

事
業
等
を
行
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
地
域
の

保
全
と
活
性
化
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。 
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